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■守ろう！自転車安全利用五則■
１車道が原則、左側を通行！歩道は例外、歩行者優先

２ 交差点では信号と一時停止を守って、安全確認！

３ 夜間はライトを点灯！

４ 飲酒運転は禁止！

５ 命を守るためにヘルメットを着用！

青切符の対象（例）

・ながらスマホ、遮断踏切への立ち入り、ブレーキ不良などの違反

・信号無視や指定場所での一時不停止、右側通行、無灯火などの違反で、警察官の指導等に

従わない場合合

反則金の支払い

・青切符を切られると、青切符と同時に反則金の「納付書」が交付され、期限内に銀行や郵

便局で反則金を納めることとなります。

・警察官が取り締まりの現場で直接反則金を徴収することはないので、注意しましょう！

自転車の交通違反に

“青切符”制度導入！

１６歳以上対象！

導入の背景

自転車関連交通事故の件数は、令和２年以降横ばいが続いています。また、自転車乗車中

の死亡・重傷事故の約７５％で自転車側の法令違反が確認されています。青切符制度の導入

により、違反者に前科がつくことなく、実効性のある責任追及ができるようになりました。
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